
 

 

 

 

三重県内周遊促進支援補助金  

        【募集要項】※バス事業者用 

 

※本要項は、三重県内周遊促進支援補助金の交付対象事業者の内、バス事業者が申 

請する際の要項です。 

【補助対象事業】 

（バス事業者） 

旅行業者が造成する、県民向けの県内周遊旅行に対し、新型コロナウイルス感染症

への感染予防対策を徹底した上でバスを提供することについて支援します。 

 

【補助対象者】 

（バス事業者） 

三重県内に本社を置き、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第４条に基づ

き一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者。 

 

【受付期間】 

   第１期  旅行催行日が令和２年 ７月 １日～令和２年１０月１４日 

              ↓ 

（申請受付期間）令和２年 ６月２６日～令和２年 ９月３０日 

   第２期  旅行催行日が令和２年１０月１５日～令和３年 １月１４日 

                     ↓ 

（申請受付期間）令和２年１０月 １日～令和２年１２月３１日    

第３期  旅行催行日が令和３年 １月１５日～令和３年 ３月３１日 

                     ↓ 

（申請受付期間）令和３年 １月 １日～令和３年 ３月１７日 

   ※旅行催行日の属する期間に申請をしてください。 

   ※事業の実施期間について、宿泊を伴う旅行により期間を跨ぐ場合は、その 

    旅行の出発日が属する期間内に申請することとする。 

   ※申請は、1バス事業者につき、各期間内 1回限りとします。 

   ※申請受付期間内に、原則郵送により提出してください。（受付期間内必着） 

 

【申請書の提出先・問い合わせ先】 

三重県雇用経済部観光局観光政策課 

   〒５１４－８５７０ 三重県津市広明町１３番地 

   電話：０５９－２２４－２０７７ ＦＡＸ：０５９－２２４－２８０１ 

 

 

令和２年６月 

三重県雇用経済部観光局 
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１ 事業の目的  

本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響で大きな打撃を受けた観光業を早期

に再建するため、まずは、感染症拡大防止対策を徹底したうえで、バスを活用した

県民向けの県内周遊旅行商品の造成を支援し、県内での人の移動を回復させ、三重

の魅力を再発見していただくとともに、県内の消費を喚起することを目的に実施し

ます。 

 

 

２ 補助対象者  

＜バス事業者＞ 

三重県内に本社を置き、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第４条に 

基づき一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者 

＜旅行業者＞ 

主たる営業所の所在地を三重県内とし、旅行業法（昭和２７年法律第２３９ 

号）第３条に基づく登録を受けている者 

※旅行業者用の申請に関する詳細については、旅行業者用の募集要項をご確認く 

ださい。 

 

 

３ 交付対象事業及び条件  

上記の旅行業者が造成する旅行商品に対し、以下の交付条件を満たした上でバス

を提供することについて支援します。 

＜交付条件＞ 

① 県内のバス事業者の貸切バスを利用した事業であること。 

② 三重県民を対象とした事業であること。 

③ 三重県内のみを周遊する旅行商品であること。 

④ バス事業者においては、公益社団法人日本バス協会が定める「バスにおけ

る新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の遵守に加え、事業者

独自のガイドラインを策定し、従業員への周知・徹底をしたうえで、ガイ

ドラインを徹底していることを対外的に公表すること。 

 

※補助事業の実施にあたっては、三重県雇用経済部観光局で実施する事業の周 

知に可能な範囲で協力してください。 

※旅行業者においては、「全国旅行業協会・日本旅行業協会が定める「旅行業に 

おける新型コロナウイルス対応ガイドライン」を遵守した上で、事業者独自 

のガイドラインの策定等感染予防対策を徹底している県内バス事業者を利 

用するとともに、旅館、飲食店など当該旅行で利用する施設についても、感 

染予防対策ガイドラインを策定しているなど、感染予防対策を徹底している 

施設を利用すること。また、当該対応をしていることを参加者に周知するこ 

と。」が条件となっており、この条件を満たさない旅行については交付できま 

せん。 
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※事業を実施する際、参加者に対し、県で作成した観光業における感染予防対 

策のチラシを配布し、感染予防対策を徹底していることを周知するよう努め 

てください。また、事業者の店舗においても、チラシ・ポスターの設置に協 

力してください。 

※感染予防対策を徹底している施設とは、主に以下の施設を指します。 

・ 県で作成した、観光業における感染予防対策のチラシ・ポスターを掲示す

るなどし、感染予防対策を徹底している。 

・ 施設独自の感染予防対策ガイドラインを策定し、徹底している。 

・ マスクの着用、消毒液の設置、定期的な換気などを徹底している。 

 

＜補助額＞ 

【バス事業者への補助】 

貸し切りバス 1台あたり 6万円／日（上限） 

※対象となる経費が 6万円に満たない場合は、対象経費分とします。 

※1事業者につき 120万円を上限とします。 

※補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるも 

のとします。 

 

 

４ 補助対象経費  

 補助事業を行うにあたり、他事業と区分して経理管理を行ってください。補助対

象経費は補助事業の対象経費として明確に区分して経理され、かつ、証拠書類によ

って金額等が確認できるもののみとなります。 

 

感染防止対策費 バス事業者が、新型コロナウイルス感染防止対策のために支

払う経費（感染防止対策として実施されるバス整備（仕切り

カーテンの設置、抗菌・抗ウイルス対策、換気設備の設置な

ど）、消毒、マスクの購入、広報費用（感染防止対策を徹底し

ていることを周知するためのもの）など） 

バス利用を促進

するための費用 

バス事業者が、バスの利用を促進するため、貸切バスの運賃・

料金制度における上限額と下限額の範囲内において調整され

るバス料金の差額 

※本事業に係る経費は、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度 

終了後５年間保存しなければなりません。 
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５ 事業のスキーム  

 

 

 

  

補助対象事業者 県 

事業の企画 

申請書の作成 

必要書類の準備 

 

申請書の受理 

 

審査 

 

交付決定 

 

交付の決定を受取 

 

事業の実施 

 

変更申請の受理・審査 

 

必要により、 

変更申請等を行う 

 

実績報告書を提出 

 

交付決定 

 

交付の決定を受取 

 

事業の実施 

 

実績報告書を受理 

 

実績報告書の審査 

実地調査等による検査 

 

補助金額の確定 

 

補助金額確定通知受理 

 

請求書を提出 

 

請求書確認 

 

補助金支払い 

 

補助金受取 

 

①申請 

②審査 

③採択

④実施

⑤報告 

⑥検査 

⑦確定 

⑧請求 

⑨交付 

提出 

通知 

提出 

通知 

提出 

通知 

提出 

支払 
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６ 事業期間  

 本事業期間は、事業を実施する日により、以下の３期に分かれています。 

第１期  旅行催行日が令和２年 ７月 １日～令和２年１０月１４日 

  第２期  旅行催行日が令和２年１０月１５日～令和３年 １月１４日 

第３期  旅行催行日が令和３年 １月１５日～令和３年 ３月３１日 

 

 

７ 応募手続き等の概要  

（１）受付期間 

第１期（旅行催行日が令和２年 ７月 １日～令和２年１０月１４日） 

申請受付期間：令和２年 ６月２６日～令和２年 ９月３０日 

 

  第２期（旅行催行日が令和２年１０月１５日～令和３年 １月１４日） 

申請受付期間：令和２年１０月 １日～令和２年１２月３１日 

 

第３期（旅行催行日が令和３年 １月１５日～令和３年 ３月３１日） 

      申請受付期間：令和３年 １月 １日～令和３年 ３月１７日 

    

※事業の実施日（旅行催行日）の属する期間に申請をしてください。 

   ※事業の実施期間について、宿泊を伴う旅行により期間を跨ぐ場合は、その 

    旅行の出発日が属する期間内に申請することとする。 

   ※申請は、1事業者につき、各期間内 1回限りとします。また、すでに催 

行した旅行については対象となりません。 

   ※事業実施の１４日前には申請してください。 

   

 

（２）問合わせ先・申請書の提出先 

三重県雇用経済部観光局観光政策課 

   〒５１４－８５７０ 三重県津市広明町１３番地 

   電話：０５９－２２４－２０７７ ＦＡＸ：０５９－２２４－２８０１ 

   メールアドレス：kanko@pref.mie.lg.jp 

 

（３）提出書類 

   提出書類は、交付要領により様式の指定があるものは当該様式を使用してく 

ださい。提出書類は、Ａ４版で印刷したものを１部ご提出してください。 

※提出された書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

  



 

 

5 

 

提出書類一覧 ※補充説明など、適宜資料を添付してください。 

＜申請時＞ 

・ 三重県内周遊促進支援補助金交付申請書（様式第１号） 

・ 事業計画書（様式第１号の２） 

・ 対象経費予算書（様式第１号の３またはこれに準じた書類） 

・ 代表者等に関する事項（様式第１号の４） 

・ バス事業者独自の感染予防対策ガイドライン 

・ 運送申込書またはバス料金の上限額と下限額が分かる書類 

 

＜変更交付申請時＞ 

・ 三重県内周遊促進支援補助金変更交付申請書（様式第２号） 

・ 事業計画書（様式第１号の２） 

・ 対象経費予算書（様式第１号の３またはこれに準じた書類） 

・ 運送申込書またはバス料金の上限額と下限額が分かる書類 

 

＜実績報告時＞ 

・ 三重県内周遊促進支援補助金実績報告書（様式第４号） 

・ 事業報告書（様式第１号の２） 

・ 対象経費決算書（様式第１号の３またはこれに準じた書類） 

・ 運送引受書 

・ 参加者名簿（参加者の氏名及び居住地（市町）が記載されたもの） 

※ただし、県内の学校が学校行事として実施する教育旅行の場合は、

「学校名」「組・クラス名」「参加人数」を明示することで足りる。 

（参考様式「参加者名簿（教育旅行用）」参照） 

・ ガイドラインに沿って感染予防対策を徹底していることが分かる写真

の写し 

 

＜交付請求時＞ 

・ 三重県内周遊促進支援補助金支払請求書（様式第５号） 

 

 

（４）審査の結果の通知 

   採択の決定後、申請者全員に対して、結果を文書にて通知します。 

 

（５）その他 

・ 交付決定にあたって、条件が付される場合がありますので、その条件に従い、

事業を実施してください。なお、付された条件に応じることができない場合

は、交付申請を取り下げることができます。 

・ 交付決定までは事業に着手できませんのでご注意ください。 

・ 申請内容に事実と異なる記載があった場合や不適正な経理があった場合は、

補助金の返還を求めることがあります。 
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・ 代表者及び法人の場合はその役員（業務を執行する役員、取締役、執行役又は

これらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者である

かを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準

ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者）が、三重県の交付す

る補助金等からの暴力団等排除措置要綱の別表に掲げる一に該当することが

判明した場合は、交付決定後であっても、交付決定を取り消します。 

・ 実績報告時に提出が必要な「参加者名簿」について、県内の学校が学校行事と

して実施する教育旅行の場合における各用語の定義については次のとおりで

す。 

学校・・・県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学 

校、特別支援学校及び高等専門学校 

教育旅行・・・上記で定義する学校が、学校行事として企画し実施する遠足、 

社会見学、自然教室、修学旅行等 

 

８ 補助事業者の義務  

本事業の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければなりません。 

（１）交付決定を受けた後、本事業の内容もしくは経費の配分を変更しようとする 

場合には、変更申請が必要となる場合があります。事前にご相談ください。 

（２）本事業を中止又は廃止しようとする場合には、事前に承認を得なければなり 

ません。この場合、既に着手した本事業の支出済み経費については、交付決 

定にかかわらず補助金の交付を受けることはできませんので、ご了承くださ 

い。 

（３）本事業を完了したときは、その日から起算して３０日を経過した日まで又は 

令和３年４月１０日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書を提出し 

なければなりません。 

（４）本事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、 

交付年度終了後５年間保存しなければなりません。 

 

 


